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○西条市体育館設置及び管理条例 

平成１６年１１月１日 

条例第９９号 

改正 平成１７年９月３０日条例第４０号 

平成１８年３月２８日条例第１４号 

平成２６年１１月２１日条例第２５号 

令和元年１２月２６日条例第２３号 

令和３年３月２９日条例第６号 

令和３年３月２９日条例第７号 

（設置） 

第１条 市民の健康の増進とスポーツによる明朗、健全な精神を育成することを目的

として、次のとおり体育館を設置する。 

名称 位置 

西条市総合体育館 西条市ひうち１番地２ 

西条市ひうち体育館 西条市ひうち１番地３ 

西条市西条西部体育館 西条市氷見乙６０１番地 

西条市東予体育館 西条市周布３９６番地 

西条市丹原体育館 西条市丹原町久妙寺甲２８８番地１ 

西条市小松体育館 西条市小松町妙口甲３４番地１ 

（休館日） 

第２条 体育館の休館日は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 月曜日（西条市ひうち体育館については、火曜日）。ただし、その日が国民の

祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日に当たるときは、

その日の後においてその日に最も近い同法に規定する休日でない日 

(2) １２月２９日から翌年の１月３日まで 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、同項に規定す

る休館日を変更し、又は別に休館日を定めることができる。 

（平１７条例４０・追加） 

（開館時間） 

第３条 体育館の開館時間は、午前９時から午後１０時までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、同項に規定す
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る開館時間を変更することができる。 

（平１７条例４０・追加） 

（使用） 

第４条 体育館は、市民の体育運動に使用する。ただし、次の各号のいずれかに該当

するときは、他の目的に使用することができる。 

(1) 公益上必要があると認められるとき。 

(2) 特別に体育館を必要とする行事等に使用するとき。 

(3) 前２号に掲げる場合のほか、市長が使用を適当と認めるとき。 

２ 前項のほか、特に必要と認めるときは、市長が区域及び場所を指定して臨時に物

品の販売等を許可することができる。 

（平１７条例４０・旧第２条繰下・一部改正） 

（使用の許可） 

第５条 前条の規定により体育館を使用しようとするものは、あらかじめ書面をもっ

て市長の許可を受けなければならない。ただし、個人が自己の運動のために占用す

ることなく次に掲げる体育館を使用しようとするときは、職員に申し出ることによ

り、許可を受けることができる。 

(1) 西条市総合体育館（トレーニング室、第１格技室、第２格技室、大会議室兼卓

球室及び弓道場兼アーチェリー室に限る。） 

(2) 西条市ひうち体育館（トレーニング室に限る。） 

(3) 西条市東予体育館 

(4) 西条市丹原体育館 

(5) 西条市小松体育館 

２ 体育館の使用許可を受けようとするものが、体育館に特別の設備をし、又は備付

けの器具以外の器具を使用しようとするときは、前項の許可と併せて許可を受けな

ければならない。 

３ 市長は、前２項の許可に際して管理上必要な条件を付すことができる。 

（平１７条例４０・旧第３条繰下・一部改正、令元条例２３・一部改正） 

（使用料） 

第６条 体育館の使用許可を受けたもの（以下「使用者」という。）は、別表第１か

ら別表第６までに定める使用料を前納しなければならない。 

２ 市長が特にその必要があると認める者については、使用料を減額し、又は免除す



3/17 

ることができる。 

（平１７条例４０・旧第４条繰下） 

（使用料の還付） 

第７条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当す

るときは、その全部又は一部を還付することができる。 

(1) 使用者の責任によらない理由で使用できなかったとき。 

(2) 使用開始の日前３日までに使用の取りやめの申出をした場合で市長が相当の理

由があると認めたとき。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。 

（平１７条例４０・旧第５条繰下・一部改正） 

（使用権の譲渡禁止等） 

第８条 使用者は、許可された使用の目的以外に体育館を使用し、又は使用の権利を

譲渡し、若しくは転貸してはならない。 

（平１７条例４０・旧第６条繰下） 

（使用許可の取消し等） 

第９条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、体育館の使用の許可を取り

消し、又は使用を停止し、若しくは使用を制限することができる。 

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 

(2) 使用者が使用の許可の条件に違反したとき。 

(3) 使用者が職員の指示に従わないとき。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。 

２ 前項の規定により処分した場合において、使用者が損害を受けることがあっても、

市長はこれに対して賠償の責任を負わない。 

（平１７条例４０・旧第７条繰下） 

（指定管理者による管理） 

第１０条 体育館の管理は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２

第３項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの（以下「指定

管理者」という。）に行わせることができる。 

２ 前項の規定により体育館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第２条及び第３

条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじ

め市長の承認を得て、体育館の休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間
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を変更することができる。 

３ 第１項の規定により体育館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第５条中「前

条」とあるのは「前条第１項本文」と、第６条、第７条及び第１５条中「市長」と

あるのは「指定管理者」と、第５条、前条及び第１３条中「市長」とあり、及び「職

員」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。 

４ 第１項の規定により体育館の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指

定管理者が体育館の管理を行うこととされた期間前にされた第５条第１項（前項の

規定により読み替えて適用される場合を含む。）の規定による許可の申請は、当該

指定管理者にされた許可の申請とみなす。 

５ 第１項の規定により体育館の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指

定管理者が体育館の管理を行うこととされた期間前にされた第５条第１項（第３項

の規定により読み替えて適用される場合を含む。）の規定による許可を受けている

者は、当該指定管理者の使用の許可を受けたものとみなす。 

（平１７条例４０・追加） 

（指定管理者の業務） 

第１１条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

(1) 体育館の設置目的を達成するため必要な業務 

(2) 体育館の使用の許可に関する業務 

(3) 体育館の施設及び設備の維持管理に関する業務 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務 

（平１７条例４０・追加） 

（利用料金制） 

第１２条 第１０条第１項の規定により体育館の管理を指定管理者に行わせる場合は、

体育館の使用に係る使用料（以下「利用料金」という。）は、指定管理者の収入と

して収受させることができる。 

２ 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合は、利用料

金は、別表第１から別表第６までに定める額の範囲内で指定管理者が定める。 

３ 指定管理者は、利用料金を定めようとするときは、市長の承認を受けなければな

らない。承認を受けた利用料金を変更しようとするときも、同様とする。 

４ 市長は、前項の承認をしたときは、その承認に係る利用料金を公告しなければな

らない。 
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（平１７条例４０・追加） 

（原状回復の義務） 

第１３条 使用者は、体育館の使用を終わったとき、又は第９条第１項の規定により

使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止され、若しくは使用を制限されたと

きは、職員の指示に従い、直ちに原状に回復しなければならない。 

２ 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を使用

者から徴収する。 

（平１７条例４０・旧第８条繰下・一部改正） 

（損害賠償の義務） 

第１４条 使用者は、体育館、附属施設、備品等を損傷し、又は滅失したときは、遅

滞なくその旨を市長に届け出て、その指示に従い、その損害を賠償しなければなら

ない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。 

（平１７条例４０・旧第９条繰下） 

（入場の制限） 

第１５条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者があるときは、体育館への入館

を拒み、又は退館を命ずることができる。 

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認める者 

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品を携行する者 

(3) 前２号に掲げる者のほか、管理上適当でないと認める者 

（平１７条例４０・旧第１０条繰下） 

（委任） 

第１６条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

（平１７条例４０・旧第１３条繰下） 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１６年１１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、合併前の西條市体育館設置及び管理条例（平

成１４年西條市条例第３３号）、東予市市民体育館設置及び管理条例（昭和５８年

東予市条例第１号）、丹原体育館の設置及び管理に関する条例（平成１５年丹原町

条例第６号）又は小松町体育館設置及び管理運営条例（平成１４年小松町条例第１
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７号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当

規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成１７年９月３０日条例第４０号） 

改正 平成１８年３月２８日条例第１４号 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に改正前の第１２条の規定により管理の委託をしている体

育館の管理の委託については、平成１８年９月１日（その日前に、地方自治法第２

４４条の２第３項の規定に基づき当該体育館の管理に係る指定をした場合は、当該

指定の日）までの間は、なお従前の例による。 

（平１８条例１４・追加） 

（準備行為） 

３ この条例の施行前にした指定管理者の指定に関する必要な行為は、この条例によ

る改正後の西条市体育館設置及び管理条例の規定により行ったものとみなす。 

（平１８条例１４・旧第２項繰下） 

附 則（平成１８年３月２８日条例第１４号） 

この条例は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年１１月２１日条例第２５号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の西条市体育館設置及び管理条例の規定、第２条の規

定による改正後の西条市テニスコート設置及び管理条例の規定、第３条の規定によ

る改正後の西条市有料公園施設設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日以

後に受ける許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた許可に係る使用料に

ついては、なお従前の例による。 

（西条市公共施設使用料減免条例の一部改正） 

３ 西条市公共施設使用料減免条例（平成１６年西条市条例第１１５号）の一部を次

のように改正する。 

〔次のよう〕略 
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（西条市都市公園条例の一部改正） 

４ 西条市都市公園条例（平成１６年西条市条例第１７８号）の一部を次のように改

正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（令和元年１２月２６日条例第２３号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第２条の規定による改正後の西条市立西条郷土博物館等設置及び管理条例の規定、

第３条の規定による改正後の西条市生涯学習の館設置及び管理条例の規定、第４条

の規定による改正後の西条市佐伯記念館・郷土資料館設置及び管理条例の規定、第

５条の規定による改正後の五百亀記念館設置及び管理条例の規定、第６条の規定に

よる改正後の西条市体育館設置及び管理条例の規定、第７条の規定による改正後の

西条市武道場設置及び管理条例の規定、第８条の規定による改正後の西条市野球場

設置及び管理条例の規定、第９条の規定による改正後の西条市陸上競技場設置及び

管理条例の規定、第１０条の規定による改正後の西条市プール設置及び管理条例の

規定、第１１条の規定による改正後の西条市丹原B＆G海洋センターの設置及び管理

条例の規定、第１２条の規定による改正後の西条市テニスコート設置及び管理条例

の規定、第１３条の規定による改正後の西条市有料公園施設設置及び管理条例の規

定、第１４条の規定による改正後の西条市屋内運動場設置及び管理条例の規定、第

１５条の規定による改正後の西条市スポーツコミュニティセンター設置及び管理条

例の規定、第１６条の規定による改正後の西条市スポーツクライミング施設設置及

び管理条例の規定、第１７条の規定による改正後の西条市福祉センター設置及び管

理条例の規定、第２０条の規定による改正後の西条市文化会館設置及び管理条例の

規定、第２１条の規定による改正後の西条市本谷温泉館設置及び管理条例の規定、

第２２条の規定による改正後の西条市食の創造館設置及び管理条例の規定及び第２

３条の規定による改正後の西条市椿交流館設置及び管理条例の規定は、令和２年４

月１日以後の使用に係る使用料のうちこの条例の施行の日以後に徴収するものにつ

いて適用し、令和２年４月１日前の使用に係る使用料及び同日以後の使用に係る使

用料のうちこの条例の施行の日前に徴収したものについては、なお従前の例による。 

附 則（令和３年３月２９日条例第６号） 
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（施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の西条市体育館設置及び管理条例の規定は、令和３年５月

１日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料について

は、なお従前の例による。 

附 則（令和３年３月２９日条例第７号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

別表第１（第６条、第１２条関係） 

（平１７条例４０・平２６条例２５・令元条例２３・令３条例６・一部改正） 

西条市総合体育館使用料 

１ 第５条第１項本文の場合 

（単位：円） 

使用時間 

使用区分 

９ 時 ～

１２時 

１ ２ 時

～ １ ７

時 

１ ７ 時

～ ２ ２

時 

１ 時 間

ごと 

主 競 技

場 

アマチュア

スポーツ 

入場料を徴収し

ない場合（A） 

一般・学生 ２，６

４０ 

４，４

００ 

４，４

００ 

８８０ 

中学生以下 １，３

２０ 

２，２

００ 

２，２

００ 

４４０ 

入場料を徴収す

る場合（B） 

一般・学生 ７，９

２０ 

１３，

２００ 

１３，

２００ 

２，６４

０ 

中学生以下 ３，９

６０ 

６，６

００ 

６，６

００ 

１，３２

０ 

アマチュア

スポーツ以

外 

入場料を徴収しない場合（C） １０，

５６０ 

１７，

６００ 

１７，

６００ 

３，５２

０ 

入場料を徴収する場合（D） ２１，

１２０ 

３５，

２００ 

３５，

２００ 

７，０４

０ 

第 １ 格

技室 

第 ２ 格

アマチュア

スポーツ 

入場料を徴収しない場合（A） ６００ １，２

００ 

１，５

００ 

３００ 

入場料を徴収する場合（B） ２，４ ４，８ ６，０１，２０
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技室 ００ ００ ００ ０ 

アマチュア

スポーツ以

外 

入場料を徴収しない場合（C） ５，７

００ 

９，６

００ 

１２，

４５０ 

２，４０

０ 

入場料を徴収する場合（D） １１，

４００ 

１９，

２００ 

２４，

９００ 

４，９５

０ 

大 会 議

室 兼 卓

球室 

アマチュア

スポーツ 

入場料を徴収しない場合（A） ４５０ ６００ ９００ １５０ 

入場料を徴収する場合（B） ９００ １，２

００ 

１，８

００ 

３００ 

アマチュア

スポーツ以

外 

入場料を徴収しない場合（C） １，６

５０ 

２，８

５０ 

３，６

００ 

６００ 

入場料を徴収する場合（D） ３，３

００ 

５，７

００ 

７，２

００ 

１，３５

０ 

弓 道 場

兼 ア ー

チ ェ リ

ー室 

アマチュア

スポーツ 

入場料を徴収しない場合（A） ３００ ４５０ ６００ １５０ 

入場料を徴収する場合（B） ６００ ９００ １，２

００ 

３００ 

小 会 議

室 

会議等 入場料を徴収しない場合（A） ３００ ４５０ ６００ １５０ 

入場料を徴収する場合（B） ６００ ９００ １，２

００ 

３００ 

備考 

１ 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含む。 

２ 使用時間が１時間に満たないときは、１時間とみなす。 

３ アマチュアスポーツ以外で入場料を徴収するが、営利を目的としないものに

ついては、使用区分を（C）とする。 

４ アマチュアスポーツ以外で入場料を徴収しないが、付随的に営利を得ること

がある場合は、使用区分を（D）とする。 

５ 上記の表及び前各項の基準により難い場合等の使用料については、この条例

に定めるもののほか、市長が別に定める。 

２ 第５条第１項ただし書の場合 

（単位：円） 

使用区分 使用料 
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トレーニング室 一般及び学生 普通 １人１回につき １５０ 

回数券 １１枚綴 １，５００ 

第１格技室 

第２格技室 

弓道場兼アーチ

ェリー室 

大会議室兼卓球

室 

一般及び学生 １人１回につき １５０ 

中学生以下 〃 ７０ 

備考 １回とは、入館から退館までをいう。 

３ 設備備品使用の場合 

（単位：円） 

設備・備品名 単位 入場料を徴収しないと

き 

入場料を徴収するとき 

ステージライト アマチュア ５５０ １，１００ 

アマチュア

以外 

２，２００ ４，４００ 

放送設備 アマチュア １，５００ ３，０００ 

アマチュア

以外 

６，０００ １２，０００ 

シャワー １回につき １００ １００ 

冷風機（大） １台１時間

につき 

１５０ １５０ 

冷風機（小） １台１時間

につき 

５０ ５０ 

４ 物品販売店設置の場合 

（単位：円） 

使用区分 単位 館内 館外 

物品販売店 １店１日につき ９００ ４５０ 

備考 

１ 物品販売面積は、１店につき３平方メートル以下とする。 

２ 移動物品販売については、市長が別に定める。 
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５ 部分使用の場合 

使用区分 単位 使用料 

主競技場 

格技室 

大会議室兼卓球

室 

床面の３分の１以下 全面使用について定められた使用区分の使

用料の額の３分の１に相当する額 

床面の３分の１を越え

２分の１以下 

全面使用について定められた使用区分の使

用料の額の２分の１に相当する額 

床面の２分の１を越え

３分の２以下 

全面利用について定められた使用区分の使

用料の額の３分の２に相当する額 

備考 使用料に１０円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 

６ 冷房・暖房設備利用の場合 

（単位：円） 

使用区分 アマチュアスポーツ アマチュアスポーツ以外のも

の 

主競技場 冷房 １ 階 主

競技場 

１時間につき ２，２００ １時間につき ４，４００ 

２ 階 観

覧席 

〃 ６，６００ 〃 １３，２００ 

１階、２

階 同 時

使用 

〃 ８，８００ 〃 １７，６００ 

暖房 １ 階 主

競技場 

〃 ２，０９０ 〃 ４，１８０ 

２ 階 観

覧席 

〃 ５，５００ 〃 １１，０００ 

１階、２

階 同 時

使用 

〃 ７，５９０ 〃 １５，１８０ 

大会議室

兼卓球室 

冷房 〃 ３８０ 〃 ７７０ 

暖房 〃 ５５０ 〃 １，１００ 

小会議室 冷房 〃 ６０ 〃 １１０ 

暖房 〃 １１０ 〃 ２２０ 
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別表第２（第６条、第１２条関係） 

（平１７条例４０・平２６条例２５・令元条例２３・令３条例６・令３条例

７・一部改正） 

西条市ひうち体育館使用料 

１ 第５条第１項本文の場合 

（単位：円） 

使用区分 使用料 

主競技場 １時間につき ４４０ 

会議室・研修室１・研修室２ １室１時間につき ３００ 

和室１・和室２・クラブ室 １室１時間につき ２２０ 

備考 

１ 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含む。 

２ 使用時間が１時間に満たないときは、１時間とみなす。 

３ 冷暖房設備を利用するときは、使用料金の３割を加算する。 

４ 使用料に１０円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 

２ 第５条第１項ただし書の場合 

（単位：円） 

使用区分 使用料 

トレーニング室 １人１回につき １５０ 

備考 １回とは、入館から退館までをいう。 

３ 部分使用の場合 

（単位：円） 

使用区分 使用料 

主競技場 ２分の１以下の部分を使

用する場合 

１時間につき ２２０ 

４ 設備の使用の場合 

（単位：円） 

使用区分 使用料 

シャワー １回につき １００ 

冷風機（大） １台１時間につき １５０ 

冷風機（小） １台１時間につき ５０ 
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５ 物品販売店設置の場合 

（単位：円） 

使用区分 単位 使用料 

物品販売店（屋内） １店１日につき ９００ 

物品販売店（屋外） １店１日につき ４５０ 

備考 物品販売面積は、１店につき３平方メートル以下とする。 

別表第３（第６条、第１２条関係） 

（平１７条例４０・令元条例２３・令３条例６・一部改正） 

西条市西条西部体育館使用料 

１ 第５条第１項本文の場合 

（単位：円） 

使用区分 使用料 

主競技場 １時間につき ４４０ 

第１格技室・第２格技室 １室１時間につき １５０ 

備考 

１ 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含む。 

２ 使用時間が１時間に満たないときは、１時間とみなす。 

２ 部分使用の場合 

（単位：円） 

使用区分 使用料 

主競技場 ２分の１面以下 １時間につき ２２０ 

３ 設備の使用の場合 

使用区分 使用料 

シャワー １回につき １００ 

冷風機（大） １台１時間につき １５０ 

冷風機（小） １台１時間につき ５０ 

４ 物品販売店設置の場合 

（単位：円） 

使用区分 単位 使用料 

物品販売店（屋内） １店１日につき ９００ 

物品販売店（屋外） １店１日につき ４５０ 
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備考 物品販売面積は、１店につき３平方メートル以下とする。 

別表第４（第６条、第１２条関係） 

（平２６条例２５・全改、令元条例２３・令３条例６・令３条例７・一部改

正） 

西条市東予体育館使用料 

１ 第５条第１項の場合 

（単位：円） 

使用時間 

区分 

９ 時

～ １

２時 

１ ２

時 ～

１ ７

時 

１ ７

時 ～

２ ２

時 

１ 時

間 ご

と 

備考 

主

競

技

場 

全

面

使

用

の

場

合 

アマチ

ュアス

ポーツ 

入場料を徴

収しない場

合 

一般・学生 １，９

８０ 

３，３

００ 

３，３

００ 

６６

０ 

個人使用の場

合 

一般・学生 

１人１回につ

き １５０ 

中学生以下 

１人１回につ

き ７０ 

中学生以下 ９９

０ 

１，６

５０ 

１，６

５０ 

３３

０ 

入場料を徴

収する場合 

一般・学生 ５，９

４０ 

９，９

００ 

９，９

００ 

１，９

８０ 

中学生以下 ２，９

７０ 

４，９

５０ 

４，９

５０ 

９９

０ 

アマチ

ュアス

ポーツ

以外 

入場料を徴収しない場合 ７，９

２０ 

１３，

２０

０ 

１３，

２０

０ 

２，６

４０ 

入場料を徴収する場合 １５，

８４

０ 

２６，

４０

０ 

２６，

４０

０ 

５，２

８０ 

２分の１以下の部分を使用する場合 全面使用料の２分の１に相当する額 

格

技

場 

全

面

使

用

の

アマチ

ュアス

ポーツ 

入場料を徴収しない場合 ６０

０ 

１，２

００ 

１，５

００ 

３０

０ 

個人使用の場

合 

一般・学生 

１人１回につ

き １５０ 

入場料を徴収する場合 ２，４

００ 

４，８

００ 

６，０

００ 

１，２

００ 

アマチ入場料を徴収しない場合 ５，７９，６１２，２，４
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場

合 

ュアス

ポーツ

以外 

００ ００ ４５

０ 

００ 中学生以下 

１人１回につ

き ７０ 入場料を徴収する場合 １１，

４０

０ 

１９，

２０

０ 

２４，

９０

０ 

４，９

５０ 

２分の１以下の部分を使用する場合 全面使用料の２分の１に相当する額 

卓

球

場 

全

面

使

用

の

場

合 

アマチ

ュアス

ポーツ 

入場料を徴収しない場合 ４５

０ 

６０

０ 

９０

０ 

１５

０ 

個人使用の場

合 

一般・学生 

１人１回につ

き １５０ 

中学生以下 

１人１回につ

き ７０ 

入場料を徴収する場合 ９０

０ 

１，２

００ 

１，８

００ 

３０

０ 

アマチ

ュアス

ポーツ

以外 

入場料を徴収しない場合 １，６

５０ 

２，８

５０ 

３，６

００ 

６０

０ 

入場料を徴収する場合 ３，３

００ 

５，７

００ 

７，２

００ 

１，３

５０ 

２分の１以下の部分を使用する場合 全面使用料の２分の１に相当する額 

トレーニング

室 

普通 １人１回につき１５０  

回数券 １１枚綴 １，５００  

会議室 １室につき１時間当た

り １５０ 

 

備考 

１ １回とは、入館から退館までをいう。 

２ 使用料に１０円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 

２ 設備の使用の場合 

設備・備品名 単位 入場料を徴収しないと

き 

入場料を徴収するとき 

放送設備 アマチュア １，５００ ３，０００ 

アマチュア

以外 

６，０００ １２，０００ 

シャワー 一回につき １００ １００ 

冷風機（大） １台１時間

につき 

１５０ １５０ 
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冷風機（小） １台１時間

につき 

５０ ５０ 

３ 物品販売店設置の場合 

（単位：円） 

使用区分 単位 使用料 

物品販売店（屋内） １店１日につき ９００ 

物品販売店（屋外） １店１日につき ４５０ 

備考 物品販売面積は、１店につき３平方メートル以下とする。 

別表第５（第６条、第１２条関係） 

（平２６条例２５・全改、令元条例２３・令３条例６・一部改正） 

西条市丹原体育館使用料 

１ 第５条第１項の場合 

（単位：円） 

区分 使用料 備考 

全面使用の場合 １時間につき ６６０ 個人使用の場合 

一般・学生１人１回につき １５

０ 

中学生以下１人１回につき  ７

０ 

２分の１以下の部分を使

用する場合 

１時間につき ３３０ 

備考 １回とは、入館から退館までをいう。 

２ 設備の使用の場合 

使用区分 使用料 

冷風機（大） １台１時間につき １５０ 

冷風機（小） １台１時間につき ５０ 

３ 物品販売店設置の場合 

（単位：円） 

使用区分 単位 使用料 

物品販売店（屋内） １店１日につき ９００ 

物品販売店（屋外） １店１日につき ４５０ 

備考 物品販売面積は、１店につき３平方メートル以下とする。 

別表第６（第６条、第１２条関係） 
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（平２６条例２５・全改、令元条例２３・令３条例６・一部改正） 

西条市小松体育館使用料 

１ 第５条第１項の場合 

（単位：円） 

区分 使用料 備考 

大 競 技

場 

全面使用の場合 １時間につき ６６０ 個人使用の場合 

一般・学生１人１回につき １５

０ 

中学生以下１人１回につき  ７

０ 

２分の１以下の

部分を使用する

場合 

１時間につき ３３０ 

小競技場 １時間につき １５０  

備考 １回とは、入館から退館までをいう。 

２ 設備の使用の場合 

使用区分 使用料 

冷風機（大） １台１時間につき １５０ 

冷風機（小） １台１時間につき ５０ 

３ 物品販売店設置の場合 

（単位：円） 

使用区分 単位 使用料 

物品販売店（屋内） １店１日につき ９００ 

物品販売店（屋外） １店１日につき ４５０ 

備考 物品販売面積は、１店につき３平方メートル以下とする。 

 


